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【手続補正書】
【提出日】令和1年10月2日(2019.10.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　螺旋状に構成される二層のリング体であり、第一端及び第二端を有するリング体であっ
て、前記第一端及び第二端は前記リング体の上部及び底部に位置されると共に互いに重畳
せず、前記リング体は第一押圧部及び第二押圧部を有し、前記第一押圧部及び第二押圧部
はリング体に対して反り曲がり、前記第一押圧部及び第二押圧部の位置は互いに対応し合
うと共にギャップが形成され、前記二層のリング体は第一リング及び第二リングを含み、
前記第一端及び前記第一押圧部は前記第一リングに形成され、前記第二端及び前記第二押
圧部は前記第二リングに形成され、
前記第一リングの前記第一端より延伸し前記第一押圧部を超過する部分は前記第二リング
の前記第ニ端より延伸し前記第二押圧部を超過する部分に緊密に当接され、前記第一押圧
部及び第二押圧部の両側には前記リング体に沿って形成される、貼り合わせ箇所に応力点
がそれぞれ形成され、これら前記応力点は前記第一押圧部及び第二押圧部が押圧された後
に支持させる支持点により、第一端及び第二端が連動されて挿入口を同時に形成させるこ
とを備え、
ここでは、前記リング体は前記リング体の長さに沿って均等な厚さ及びほぼ矩形を呈する
断面を有する材料で製造され、第一フラット面及び第二フラット面は前記リング体の前記
長さに沿って前記第一端から前記第二端まで延伸され、前記第二フラット面は前記第一フ
ラット面に対応させ、
また、前記リング体の前記第一端及び前記第二端が前記リング体の中間部に係合されると
、前記第一端及び前記第二端が両平面に位置されて互いに間隔が空けられ、前記間隔は前
記リング体の前記厚さに等しくなることを特徴とする二重キーリング構造。
【請求項２】
　前記第一押圧部及び第二押圧部並びに前記第一端及び第二端はリング体の対応する位置
に位置されることを特徴とする請求項１に記載の二重キーリング構造。
【請求項３】
　前記第一押圧部及び第一端は同一の平面に位置され、前記第二押圧部及び第二端は同一
の平面に位置されることを特徴とする請求項１に記載の二重キーリング構造。
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【請求項４】
　前記リング体は剛性材質で螺旋状に構成されることを特徴とする請求項１に記載の二重
キーリング構造。
【請求項５】
　前記リング体は第一端または第二端から前記リング体内部に挿入される距離はリング体
に沿って１８０度巻回される距離であることを特徴とする請求項１に記載の二重キーリン
グ構造。
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